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満 期 保 有 目 的 の 債 券 －
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自 己 査 定 結 果 に つ い て 、 信 用 金 庫 法 並 び に 金 融 再 生 法 に 基 づ く 基 準 で 開 示 し て お り ま す 。
信 用 金 庫 法 並 び に 金 融 再 生 法 に よ る 開 示 で は 、 貸 出 金 以 外 の 債 権 （ 債 務 保 証 ・ 仮 払 金 ・ 未 収 利 息 等 ） も 対 象 と さ れ て い ま す 。

（ 注 ）  １ ．「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」 と は 、 破 産 手 続 開 始 、 更 生 手 続 開 始 、 再 生 手 続 等 の 申 立 て 等 の 事 由 に よ り 経 営 破 綻 に 陥 っ て い る 債 務 者 に 対 す る 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 で す 。
２ ．「 危 険 債 権 」 と は 、 債 務 者 が 経 営 破 綻 の 状 態 に は 至 っ て い な い が 、 財 政 状 態 及 び 経 営 成 績 が 悪 化 し 、 契 約 に 従 っ た 債 権 の 元 本 の 回 収 及 び 利 息 の 受 取 り が で き な い 可 能 性 の 高 い 債 権 で 、

「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」 に 該 当 し な い 債 権 で す 。
３ ．「 要 管 理 債 権 」 と は 、 信 用 金 庫 法 上 の 「 三 月 以 上 延 滞 債 権 」 及 び 「 貸 出 条 件 緩 和 債 権 」 に 該 当 す る 貸 出 金 の 合 計 額 で す 。
４ ．「 三 月 以 上 延 滞 債 権 」 と は 、 元 本 又 は 利 息 の 支 払 が 約 定 支 払 日 の 翌 日 か ら 三 月 以 上 遅 延 し て い る 貸 出 金 で 、「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」 及 び 「 危 険 債 権 」 に 該 当 し な い 貸 出 金 で す 。
５ ．「 貸 出 条 件 緩 和 債 権 」 と は 、 債 務 者 の 経 営 再 建 等 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 金 利 の 減 免 、 利 息 の 支 払 猶 予 、 元 本 の 返 済 猶 予 、 債 権 放 棄 そ の 他 の 債 務 者 に 有 利 と な る 取 決 め を 行 っ た 貸 出 金 で 、

「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」「 危 険 債 権 」「 三 月 以 上 延 滞 債 権 」 に 該 当 し な い 貸 出 金 で す 。
６ ．「 正 常 債 権 （ Ｂ ） 」 と は 、 債 務 者 の 財 政 状 態 及 び 経 営 成 績 に 特 に 問 題 が な い 債 権 で あ り 、「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」 、「 危 険 債 権 」 、「 要 管 理 債 権 」 以 外 の 債 権 で す 。
７ ．「 担 保 ・ 保 証 等 に よ る 回 収 見 込 額 」（ ｃ ） は 、 自 己 査 定 に 基 づ い て 計 算 し た 担 保 の 処 分 可 能 見 込 額 及 び 保 証 に よ る 回 収 が 可 能 と 認 め ら れ る 額 の 合 計 額 で す 。
８ ．「 貸 倒 引 当 金 」（ ｄ ） に は 、 正 常 債 権 に 対 す る 一 般 貸 倒 引 当 金 を 除 い て 計 上 し て お り ま す 。
９ ．「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」 、「 危 険 債 権 」 及 び 「 正 常 債 権 」 が 対 象 と な る 債 権 は 、 貸 借 対 照 表 の 「 有 価 証 券 」 中 の 社 債 （ そ の 元 本 の 償 還 及 び 利 息 の 支 払 の 全 部 又 は 一 部 に つ い

て 保 証 し て い る も の で あ っ て 、 当 該 社 債 の 発 行 が 有 価 証 券 の 私 募 （ 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 3 項 ） に よ る も の に 限 る 。 ） 、 貸 出 金 、 外 国 為 替 、「 そ の 他 資 産 」 中 の 未 収 利 息 及 び 仮 払 金 並 び に 債
務 保 証 見 返 の 各 勘 定 に 計 上 さ れ る も の 並 び に 注 記 さ れ て い る 有 価 証 券 の 貸 付 を 行 っ て い る 場 合 の そ の 有 価 証 券 （ 使 用 貸 借 又 は 賃 貸 借 契 約 に よ る も の に 限 る 。 ） で す 。
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（ 注 ） １ ． 時 価 は 、 期 末 日 に お け る 市 場 価 格 等 に 基 づ い て お り ま す 。     
２ ． 上 記 の 「 そ の 他 」 は 、 外 国 証 券 及 び 投 資 信 託 等 で す 。      
３ ． 時 価 を 把 握 す る こ と が 極 め て 困 難 と 認 め ら れ る 有 価 証 券 は 本 表 に 含 め て お り ま せ ん 。      

（ 注 ） １ ． 貸 借 対 照 表 計 上 額 は 、 期 末 日 に お け る 市 場 価 格 等 に 基 づ い て お り ま す 。
２ ． 上 記 の 「 そ の 他 」 は 、 外 国 証 券 及 び 投 資 信 託 等 で す 。
３ ． 時 価 を 把 握 す る こ と が 極 め て 困 難 と 認 め ら れ る 有 価 証 券 は 本 表 に 含 め て お り ま せ ん 。
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金 融 再 生 法 開 示 債 権 の 保 全 ・ 引 当 状 況

破 産 更 生 債 権 及 び

こ れ ら に 準 ず る 債 権

危 　 　 　 険 　 　 　 債 　 　 　 権

要 　 　 管 　 　 理 　 　 債 　 　 権

三 月 以 上 延 滞 債 権

貸 出 条 件 緩 和 債 権

小 　 計 （ Ａ ）

正 　 常 　 債 　 権 （ Ｂ ）

総 　 与 　 信 　 残 　 高

（ Ａ ）+ （ Ｂ ）


